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検査料値上げで受診者減少
　下の表は、横浜市の基本健康診

査の受診状況です。健康診査を受

けた人の約８割で異常がみつかっ

ています。健康診査をきちんと受

けて、早期発見、早期治療するこ

とが健康管理の基本です。

　ところが、対象者（４０歳以上で

職場の検診など他に受診機会のな

い方）のうち、２００２年度でも３割

しか受診していないのに、２００４年

に一気に１２００円に有料化されて、

さらに２万人も受診者が減少して

しまいました。

胸部レントゲン検査を廃止
　診査項目も重要です。

　横浜市は、２００５年に胸部レント

ゲン検査を廃止しました。医師会

は、肺がん発見に不可欠な胸部レ

ントゲン検査を復活すべきとして

います。おりしもアスベスト問題

で胸部検査の重要性がさけばれて

いるというのは皮肉です。

　基本健康審査と同様に大切なが

ん検診は、昨年の７月に値上げさ

れ、胃がん検診（検診車）は１，２３０円

から１，５７０円に、子宮がん検診は検

診車（頸部検査、８８０円）が廃止にな

インフルエンザ予防接種も
値上げ
　高齢者向けのインフルエンザ予

防接種は、免疫力の低下する高齢

者がインフルエンザにかかった場

合死亡率が高いことなどから、

２００１年に改定された予防接種法に

基づいて行われているものです。

　横浜市では、２００５年度６５歳以上

の対象者の自己負担額が１，０００円

から２，０００円に値上げされました。

今年の冬もインフルエンザの流行

が心配されているのに、これでは

今まで１，０００円だから受けていた

けど、２，０００円ならやめておこう

かということになりかねません。

　さらに、基本健康審査やＣ型肝

炎ウイルス検査、がん検診などの

自己負担免除対象年齢が、６５歳以

上から７０歳以上に引き上げられま

した。

健康も命も金しだい？
　国の税制改悪、年金改悪、介護

保険の負担増など、市民、とりわ

け高齢者を取り巻く状況はますま

す厳しい状況です。

　中田市長は「自分たちの生活は

自分で支える、これが私たちの考

える社会福祉の基本です」を持論

としています。

　一方、憲法第２５条で「すべての

国民は、健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利を有する」こと

が保障されています。また、地方

自治法で「地方自治体の役割は住

民の福祉の増進を図ること」と

なっています。

　もちろん自分で自分の健康・生

活を支えることができればそれに

こしたことはありませんが、市民

の健康管理を手助けし、自分で支

えることが困難な人を支えるのが

市の役割ではないでしょうか。

地方自治法　第１条の２ 　地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

基本健康診査の受診者、異常の有無
２００４年度２００３年度２００２年度

８４４,８００人８２７,２００人７８６,２００人対象者数

２４５,７０９人２６５,００８人２４２,９９０人受診者数

２９.１％３２.０％３０.９％受診率

１８.３％１７.６％１８.２％異常なし

８１.７％８２.４％８１.８％所見あり

り医療機関（１，３６０

円）のみとなりま

した。これでは、

年１回とはいえな

かなか検診も受け

られません。

市民不在

の局再編
保健所は市内で一箇所に保健所は市内で一箇所に
「消防局」は「安全管理局」に「消防局」は「安全管理局」に

　中田市長は、２００５、２００６年度に

わたって局再編を実施。問題は、

市民の意見は一切聴取していない

こと、長期ビジョンに先行させて

組織体制を定めることの不合理な

どです。

保健所を統廃合
　局再編は具体的に、市民生活に

影響を与えます。

　健康福祉局の設置に伴って、18

区すべてにあった地域保健法によ

る保健所を2007年度に１ヶ所に統

廃合。地域の健康管理に有益な保

健所が3５8万の大都市横浜に一つ

しかないことになり、これで市民

の健康を守ることができるので

しょうか。

「消防局」がなくなる
　「消防局」から「安全管理局」

に改変することも重大です。消防

設置法で国に消防庁、自治体に消

防本部を設置することになってお

り、その目的・理念から、安全管

理局という名称はふさわしくあり

ません。さらに、火災予防業務や

警防業務は消防本部、危機管理や

防犯に関わる業務は安全管理局と

して活動するなど、同じ局にもか

かわらず名前を使い分けなければ

ならず、いたずらに混乱をもたら

すだけです。

　さらに、消防職員や消防団の方

からも士気が下がるとの批判の声

があがっています。

　委員会でも

自民党のベテ

ラン議員が

「市民満足度

ではなく市長

満足度だ」と

厳しく批判。

最終日の本会

議の採決に４

人の自民党市

議が欠席した

のも、その結

果です。
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テレビでの発言は・・・
2005.10.22放送の日本テレビの番組

で、「憲法に『自衛軍』を明記する

ことに賛成か反対か」という質問に

対し、中田市長は「賛成」の札を掲

げ、以下のように発言しました。

「９条の２項は、まず日本語として

も整理しなくてはいけないと思って

います。これは、自衛権というのは

各国の自然権ですからね。で、そう

いう意味では『自衛軍』とまずはし

た方がいいと思います」

12月13日の市議会、大貫議員の一般質問に対する答弁では…
「憲法第９条に関わる私の考え方についてですけれども、国際社会

において自立した国家として、私たちが自国の安全に対してきちん

と責任を持って世界の平和に貢献をしていくということが私は重要

なことだというふうに思います。（中略）自衛軍に対する私の考えに

ついてですけれども、これは一切の侵略戦争というものはこれを放

棄をして、その上で今の自衛隊というものについて憲法上どういう

ふうにしていくのかということについては、大いにこれは議論をし

ていく必要があるというふうに思います」

憲法９条に対する中田市長の態度は…憲法９条に対する中田市長の態度は…

憲法に自衛軍を明記することに
賛成の「○」をあげた中田市長
日本テレビ「ウェークアップ！
ぷらす　激論　自衛隊　日本の
安全保障は」（テレビ画像）より


